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３ 適格請求書の交付方法 

 

（媒介者交付特例） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じ

て適格請求書の交付義務が課されています（消法57の４①）。 

委託販売の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者ですから、本

来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。 

このような場合、受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載し

た、委託者の適格請求書を、相手方に交付することも認められます（代理交付）。 

また、次の①及び②の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、

委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書

又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供すること

ができます（以下「媒介者交付特例」といいます。）（消令70の12①）。 

①  委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること 

② 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通

知していること（通知の方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により

通知する方法のほか、例えば、基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法などがあ

ります（基通１－８－10）。） 

この媒介者交付特例は、物の販売などを委託し、受託者が買手に商品を販売しているような

取引だけではなく、請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを

委託しているような場合も対象となります。 

 

なお、媒介者交付特例を適用する場合における受託者の対応及び委託者の対応は、次のとお

りです。 

【受託者の対応（消令70の12①③）】 

① 交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録を保存する。 

② 交付した適格請求書の写し又は提供した電磁的記録を速やかに委託者に交付又は提供する。 

（注） 委託者に交付する適格請求書の写しについては、例えば、複数の委託者の商品を販

売した場合や、多数の購入者に対して日々適格請求書を交付する場合などで、コピー

が大量になるなど、適格請求書の写しそのものを交付することが困難な場合には、適

格請求書の写しと相互の関連が明確な、精算書等の書類等を交付することで差し支え

ありませんが、この場合には、交付した当該精算書等の写しを保存する必要がありま

す（基通１－８－11）。 

    なお、精算書等の書類等には、適格請求書の記載事項のうち、「課税資産の譲渡等の

税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」や「税率ご

問 48 当社（委託者）は、取引先（受託者）に商品の販売を委託し、委託販売を行っています。 

これまで、販売した商品の納品書は取引先から購入者に交付していましたが、この納品書

を適格請求書として交付することはできますか。 

なお、当社と取引先はいずれも適格請求書発行事業者です。【令和５年 10月改訂】 
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とに区分した消費税額等」など、委託者の売上税額の計算に必要な一定事項を記載す

る必要があります。 

   

【委託者の対応（消令70の12④）】  

① 自己が適格請求書発行事業者でなくなった場合、その旨を速やかに受託者に通知する。   

② 委託者の課税資産の譲渡等について、受託者が委託者に代わって適格請求書を交付してい

ることから、委託者においても、受託者から交付された適格請求書の写しを保存する。 

したがって、ご質問の場合は、取引先も適格請求書発行事業者ですから、貴社が取引先に自

らが適格請求書発行事業者であることを通知することにより、取引先が自らの名称及び登録番

号を記載した納品書を作成し、貴社の適格請求書として購入者に交付することができます。 

なお、貴社は取引先から交付を受けた適格請求書の写しを保存する必要があります。 

【媒介者交付特例の取引図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受託者が委託者に適格請求書の写しに替えて交付する書類（精算書）の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社（委託者） 取引先（受託者） 購入者 
販売委託 販売 

適格請求書発行事業者である旨の通知 
※委託者と受託者の双方が適格請求書発
行事業者である必要あり 

受託者は、自らの名称及び登録

番号を記載した適格請求書の

交付が可能 

受託者は、購入者に交付した適格請

求書の写しを、委託者に交付する必

要あり（自らも保存義務あり） 

受託者から交付を受

けた適格請求書の写

しの保存義務 

請求書№00111 

□□物産㈱御中 

委託販売精算書 

XX 年 11 月分（11/1～11/30） 

日付 品名 金額 

11/1 紅茶 ※ 5,400 円 

11/2 クッキー ※ 3,240 円 

… … … 

合計 54,400 円 

10％対象 22,000 円（消費税 2,000 円） 

８％対象 32,400 円（消費税 2,400 円） 

※印は軽減税率対象品目 

△△商事㈱ 

請求書№により購入
者に交付した適格請
求書との関連性を明
確にしています。 

委託者の売上げのみ

を記載しています。 

委託者が売上税額の
計算に必要な税率ご
との消費税額等の記
載をしています。 
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（注） 媒介者交付特例により適格請求書の交付を行う受託者が、自らの課税資産の譲渡等に

係る適格請求書の交付も併せて行う場合、自らの課税資産の譲渡等と委託を受けたものを

一の適格請求書に記載しても差し支えありません。 

（参考） 事業者（適格請求書発行事業者に限ります。）が国税徴収法第２条第12号に規定する

強制換価手続により、執行機関（同条第13号に規定する執行機関をいいます。）を介し

て国内において課税資産の譲渡等を行う場合には、当該執行機関は、当該課税資産の

譲渡等を受ける他の者に対し、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」

の記載に代えて「当該執行機関の名称及び本件特例の適用を受ける旨（「公売特例によ

る適格請求書の交付」など）」を記載した適格請求書又は適格請求書に記載すべき事項

に係る電磁的記録を交付し、又は提供することができます（消令70の12⑤）。 

なお、この場合、当該執行機関は、強制換価手続を受ける当該事業者から適格請求

書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受ける必要はありませんが、交付した適

格請求書の写しの保存及び事業者への交付は媒介者交付特例と同様に必要となります

（消令70の12②③⑤⑥）。 

また、当該執行機関は、適格請求書発行事業者である必要はありません。 

 

【参考】 

○ 国税徴収法第２条（定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

一～十一（省略） 

十二 強制換価手続  

滞納処分（その例による処分を含む。以下同じ。）、強制執行、担保権の実

行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。 

十三 執行機関 

滞納処分を執行する行政機関その他の者（以下「行政機関等」という。）、

裁判所（民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第百六十七条の二第二項（少

額訴訟債権執行の開始等）に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所

書記官）、執行官及び破産管財人をいう。 

 

 

  



 

- 61 - 

 

（複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用） 

【答】   

次の①及び②の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者

の課税資産の譲渡等について、自己（受託者）の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請

求書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供する

ことができます（消令70の12①）。 

① 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること 

② 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通

知していること（通知の方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により

通知する方法のほか、例えば、基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法などがあ

ります（基通１－８－10）。） 

この媒介者交付特例の適用により、ご質問のように複数の委託者に係る商品を一の売上先に

販売した場合であっても、１枚の適格請求書により交付を行うことが可能です。 

この場合、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額は、委託

者ごとに記載し、消費税額等の端数処理についても委託者ごとに行うことが原則となります。 

ただし、受託者が交付する適格請求書単位で、複数の委託者の取引を一括して記載し、消費

税額等の端数処理を行うことも差し支えありません。この場合において、受託者が各委託者に

適格請求書の写しに替えて交付する精算書等（適格請求書の写しに替えて精算書等の書類等を

交付することで差し支えない場合については、問48《媒介者交付特例》の【受託者の対応（消

令70の12①③）】をご参照ください。）に記載する消費税額等の合計額と、売上先に交付した適

格請求書に記載した消費税額等とが必ずしも一致しないことも生じますが、各委託者の税込対

価の合計額から消費税額等を計算するなど、合理的な方法によることとしている場合には差し

支えありません。 

また、委託者に適格請求書発行事業者とそれ以外の者が混在していたとしても、適格請求書

発行事業者とそれ以外の者とに区分することにより、適格請求書発行事業者に係るもののみを

適格請求書とすることができます。 

  

問 49 当社（受託者）は、複数の取引先（委託者）から委託を受けて、受託販売を行っています。

一の売上先に対して、複数の取引先の商品の販売を行うことがあり、その場合、媒介者交付

特例により、当社が一括して適格請求書を交付することは可能でしょうか。【平成 30年 11月

追加】【令和５年 10月改訂】 
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【媒介者交付特例により各委託者の取引について１枚の適格請求書を交付する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□□㈱御中 

請求書 

XX 年 11 月分 

日付 品名 金額 

11/1 紅茶 ※ 5,400 円 

11/2 クッキー ※ 3,240 円 

11/9 食器 6,600 円 

… … … 

合計 55,000 円 

10％対象 32,000 円（消費税 2,909 円） 

８％対象 23,000 円（消費税 1,704 円） 

※印は軽減税率対象品目 

△△商事㈱ 

登録番号 T1234567890123 

各委託者の課税資産
の譲渡等の内容につ
いて一括して記載す
ることも認められま
す。 

消費税額等の端数処
理は、各委託者の取
引を一括して、税率
ごとに行うことも認
められます。 

受託者の氏名又は名称
及び登録番号を記載し
て交付できます。 
※各委託者の氏名又は
名称及び登録番号の
記載は不要です。 
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【受託者が委託者に適格請求書の写しとして交付する書類（精算書）の記載例（一括記載の場合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎◎㈱御中 
精算書 

 
XX 年 11 月分（11/１～11/30） 

商品名 支払金額（税込） 消費税 

食器 7,100 円  

ごみ袋 1,300 円  

10%対象合計 8,400 円 （763 円） 

 

合計 8,400 円 

△△商事㈱ 

㈱●●御中 
精算書 

 
XX 年 11 月分（11/１～11/30） 

商品名 支払金額（税込） 消費税 

食器 14,300 円  

おしぼり 1,500 円  

10%対象合計 15,800 円 （1,436 円） 

 

合計 15,800 円 

△△商事㈱ 

○ 委託者に交付する書類（精算書） ○ 購入者に交付する適格請求書 

XX年 12月１日 

□□㈱御中  

請求書 

XX 年 11 月分(11/１～11/30) 

請求額 24,200 円 

 

商品名 請求金額（税込） 消費税（10％） 

食器 21,400 円  

ごみ袋 1,300 円   

おしぼり 1,500 円  

合計 24,200 円 （2,200 円） 

         △△商事㈱ 

登録番号 T1234567890123 

購入者の消費税額等      2,200 円 

委託者の消費税額等（合計） 2,199 円 

（注） 必ずしも一致させる必要はあり

ません。 
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（参考） 複数の委託者の取引を一括して代理交付する場合 

受託者（代理人）が複数の委託者（被代理人）の取引について代理して適格請求書を交

付する場合は、各委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載する必要があります。 

また、複数の委託者の取引を一括して請求書に記載して交付する場合、委託者ごとに課

税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を記載し、消費税額等も委託者ごとに計算し、端

数処理を行わなければなりません。 

 

 

【代理交付により複数の委託者の取引を記載して交付する場合の記載例】 

  

□□㈱御中 

請求書 

XX 年 11 月分 

取引先名 日付 品名 金額 

××㈱ 

登録番号… 

11/1 紅茶 ※ 5,400 円 

11/2 クッキー ※ 3,240円 

11/9 食器 6,600円 

… … … 

10％対象 11,000 円（消費税 1,000 円） 

８％対象 15,000 円（消費税 1,111 円） 

㈱○○ 

登録番号… 

11/12 割り箸 1,100円 

11/14 ごみ袋 550 円 

11/20 牛肉 ※ 6,480円 

… … … 

10％対象 12,000 円（消費税 1,091 円） 

８％対象 17,000 円（消費税 1,259 円） 

合計（税込） 55,000 円 

※印は軽減税率対象品目 

△△商事㈱ 

各委託者（被
代理人）の課
税資産の譲渡
等の内容につ
いて区分して
記載する必要
があります。 

消費税額等の
端数処理は、
各委託者（被
代理人）の取
引を区分し
て、税率ごと
に行います。 

各委託者（被
代理人）の氏
名又は名称及
び登録番号を
記載する必要
があります。 
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（適格請求書を再交付する場合） 

【答】 

適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じ

て適格請求書を交付する義務が課されています。また、ご質問のように予約サイトを通じて代

金の精算等を行う場合、一定の要件を満たしていれば、当該予約サイトの運営者が、媒介者等

として、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を、委託者である貴社に代わ

って顧客に対し交付することができます（消令 70の 12①）。 

媒介者交付特例を適用し、媒介者等が適格請求書を交付したのであれば、その時点で適格請

求書の交付義務を果たしていますが、ご質問のように、改めて委託者が適格請求書を交付する

ことについて、消費税法上妨げられるものではありませんので、顧客の求めに応じて、適格請

求書を交付することもできます。この場合において、委託者が交付しようとする適格請求書に

記載すべき課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額は、委託者である売手の認識してい

る金額によることとなる点にご留意ください。 

なお、仕入税額控除は、行った課税仕入れに対して適用されるものですので、購入者におい

て、一の課税仕入れについて複数枚の適格請求書の保存があったとしても、仕入税額控除の適

用は一回となります。 

（注） 予約サイトの運営者が適格請求書発行事業者ではないなどの理由により、媒介者交付

特例を適用できない場合に、課税事業者である顧客から適格請求書の交付を求められた

際は、委託者においては、適格請求書の交付義務が生じることとなります（消法 57の４

①）。 

   なお、代金の支払を受けていない等の理由で「領収書」の交付を行っていない場合で

あっても、適格請求書はその記載事項を満たす限り、様式や名称を問いませんので、記

載事項を満たした「領収書」以外の書類（例えば、請求書や納品書、明細書など）を交

付するといった対応が考えられます。 

 

（参考） 適格請求書を再交付するに当たり、既に交付した複数枚の適格請求書をまとめて一

の適格請求書として再発行する必要がある場合にはそのような対応も可能です。その

場合、当該一の適格請求書に記載された全ての課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は

税込価額の合計額を基礎として再計算した消費税額等が、適格請求書の記載事項とし

ての消費税額等となります。他方、売手において既に交付した適格請求書の写しを保

存しているなど、再発行であることが客観的に明らかである場合には、その記載すべ

き消費税額等は、既に交付した適格請求書に記載された消費税額等を基に記載するこ

ととして差し支えありません。 

  

問 49－２ 当社は、役務の提供に当たり、予約サイトを通じて予約や代金の精算を行っていま

す。この際、媒介者交付特例を適用し、予約サイトから購入者に適格請求書を交付しても

らっていますが、実際の役務の提供に際し、顧客から当社に対して適格請求書の交付を求

められました。この場合、当社は改めて適格請求書を交付しなければならないのでしょう

か。【令和６年４月追加】 
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【イメージ】（記載事項は一部省略しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付） 

【答】 

適格請求書や適格簡易請求書は、その名称を問わず、記載事項を満たしたものであれば、必

ずしも領収書や請求書である必要はありません。そのため、予約サイトや旅行代理店等（以下

「予約サイト等」といいます。）を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が

行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式により、以下の記載事項を満

たした書類（適格簡易請求書）を交付することが考えられます（消法 57の４②）。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲

渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率（※） 

※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。 

なお、予約サイト等が宿泊者の委託を受けてホテルの宿泊予約を行う場合（いわゆる手配旅

行）と異なり、パックツアーなど、宿泊サービスを含めた一連の旅行サービスとして予約サイ

ト等が提供する場合（いわゆる企画旅行）、通常、予約サイト等が宿泊客に対して課税資産の譲

渡等を行ったものとなりますので、当該予約サイト等が宿泊客に対して適格簡易請求書を交付

する必要があります（この場合、貴社は、予約サイト等に対して適格請求書の交付義務が生じ

ることとなります。）。 

問 49－３  当社は、ホテルを運営しています。予約サイトを通じて受けた予約について、予

約サイト経由で決済が行われた場合、フロントでは現金の授受等が行われないことから、

領収書の交付を行っていませんが、どのように適格簡易請求書を交付すればいいでしょう

か。【令和７年４月追加】 

請求書（４月分） No.1234 

合計 100,000 円（内税 8,416 円） 

10％対象 60,000 円（内税 5,454 円） 

８％対象 40,000 円（内税 2,962 円） 

 

請求書（５月分）No.2345 

合計 130,000 円（内税 10,941円） 

10％対象 78,000 円（内税  7,090 円） 

８％対象 52,000 円（内税  3,851 円） 

 

請求書（再発行） 

No.1234（４月分）/No.2345（５月分） 

合計 230,000 円（内税 19,359円） 

10％対象 138,000 円（内税 12,545円） 

８％対象 92,000 円（内税  6,814 円） 

 

 

再発行する適格請求書において、消費税額

等を再計算することが原則だが、改めて４

月分・５月分の金額を記載することや、各

月に算出した消費税額等を単純に合算する

ことも認められる。 

再発行 

（再計算） 
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（注） 上記記載事項のうち④の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区

分して合計した金額」は、貴社が課税売上げとして認識している金額となります。その

ため、予約サイト等との間で手数料等が差し引かれて精算される場合であっても、当該

手数料等差引前の金額となると考えられます。 

また、予約サイト等が宿泊代金に併せて予約手数料を宿泊客から徴収している場合や、

値引き販売を行っている場合には、適格簡易請求書に記載される金額（宿泊代金）が、

宿泊客が実際に予約サイト等を経由して支払った代金の総額と異なることも考えられま

すが、消費税法上問題はありません。 

（参考） 社員の出張等に伴う宿泊費で、社員に支給するもののうち、その旅行に通常必要で

あると認められる部分の金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕

入税額控除が認められます（出張旅費等特例）ので、その場合には、ホテルを利用す

る側の事業者側において必ずしもホテルから適格簡易請求書を受領する必要はありま

せん。出張旅費等特例の詳細については、問 107《出張旅費、宿泊費、日当等》をご

参照ください。 

 

【イメージ】予約サイト等を通じて予約を受ける場合における適格請求書 

取引形態 
予約サイト等において 

媒介者交付特例の適用あり 媒介者交付特例の適用なし 

手配旅行 予約サイト等が交付 宿泊施設が交付 

企画旅行 予約サイト等が交付※ 

※ 予約サイト等が適格請求書発行事業者でない場合、宿泊者は適格請求書の交付を受けるこ

とはできないこととなります。他方、出張旅費等特例の要件を満たすのであれば、当該特例

の適用を受けることは可能です（消法 30⑦、消令 49①一ニ、消規 15の４二、基通 11－６－

４）。 
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（任意組合等に係る事業の適格請求書の交付） 

【答】 

民法第667条第１項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約

に関する法律第２条第２項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に

関する法律第２条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であ

ってこれらの組合に類似するもの（以下「任意組合等」といいます。）が事業として行う課税資

産の譲渡等については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、民法第670条第３項

に規定する業務執行者などの業務執行組合員が、納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の

組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合に限り、適格請求書

を交付することができます（消法57の６①、消令70の14①②）。 

この場合、任意組合等のいずれかの組合員が適格請求書を交付することができ、その写しの

保存は、適格請求書を交付した組合員が行うこととなります。 

なお、次の場合に該当することとなったときは、該当することとなった日以後の取引につい

て、適格請求書を交付することができなくなります。 

① 適格請求書発行事業者でない新たな組合員を加入させた場合 

② 当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった場合 

これらの場合に該当することとなったときは、業務執行組合員が速やかに納税地を所轄する

税務署長に「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」を提出

しなければなりません（消法57の６②）。 

  （参考） 任意組合等の事業に係る適格請求書の記載事項については、問75《任意組合が交付

する適格請求書の記載事項》をご参照ください。 

問 50 当社は、取引先数社と任意組合であるＪＶを組成し、建設工事を行っています。このよ

うな任意組合により事業を行う場合、取引の相手方に対し、どのように適格請求書を交付

すればよいですか。【令和５年 10月改訂】 
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（任意組合の組合員のうち事業の損益の配賦を受けない者の取扱い） 

【答】 

任意組合等が事業として行う課税資産の譲渡等については、その組合員の全てが適格請求書

発行事業者であり、業務執行組合員が、その旨を記載した「任意組合等の組合員の全てが適格

請求書発行事業者である旨の届出書」（以下「任意組合等の届出書」といいます。）を納税地を

所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができます（消法 57 の

６①、消令 70の 14①②）。 

したがって、任意組合等の届出書を提出する際は、その組合員の全てが適格請求書発行事業

者としての登録を受けていることが求められますが、日本で課税資産の譲渡等を行っておらず、

日本における事業の損益の配賦を直接又は間接にも受けない組合員については、任意組合等の

届出書の対象としなくても差し支えありません。 

なお、当該組合員が日本における事業の損益の配賦を受けることとなる場合には、以下に掲

げる区分に応じ、それぞれに掲げる届出書を速やかに提出する必要があります（消法 57 の６

②、消令 70の 14③、消規 26の９②）。 

① 当該組合員が適格請求書発行事業者の登録を受けていない場合 「任意組合等の組合員が

適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」（※１） 

② 当該組合員が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合 「任意組合等の組合員の全

てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」（※２） 

※１ 「届出理由」欄の「適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させ

たため」にチェックを付してください。また、この場合、当該組合員が日本における損益

の配賦を受けることになった日以後に行う課税資産の譲渡等については、適格請求書を交

付することはできません。 

※２ 「変更事項」欄の「その他」にチェックを付した後、「変更後」欄に当該組合員の氏名又

は名称及び登録番号を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 50－２ 私は、任意組合の業務執行組合員であり、当任意組合には世界中に組合員が存在し

ています。これらの組合員の中には日本で活動を行っておらず、かつ、日本における事業

の損益の配賦を直接又は間接にも受けていない組合員が含まれています。そうした者につ

いても適格請求書発行事業者としての登録を受け、「任意組合等の組合員の全てが適格請求

書発行事業者である旨の届出書」を提出しなければ、当任意組合は任意組合の事業として

の適格請求書の交付を行うことはできないのでしょうか。【令和７年４月追加】 
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（任意組合等に係る事業の適格請求書交付に当たっての各種届出書の提出方法） 

問 51 当団体は、任意組合等に係る事業として適格請求書の交付を考えていますが、組合員の一

人が新たに事業を開始した者であるため（事業を開始した日の属する課税期間に当たるため）、

その組合員が当該課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を当該

課税期間の末日までに提出することで、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなさ

れる事業者である場合、登録申請書を提出していることを確認の上、「任意組合等の組合員の

全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」の当該事業者の登録番号欄を空欄で提出し、

当該組合員に係る登録通知書が届き次第、登録番号を別途提出することとしてよいでしょう

か。 

また、組合員の加入・離脱が頻繁に行われることが予定されるところ、「任意組合等の組合

員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」は組合員の加入・離脱

の都度提出しなければならないのでしょうか。【令和５年 10月追加】 

【答】 

任意組合等が事業として行う課税資産の譲渡等については、その組合員の全てが適格請求書

発行事業者であり、業務執行組合員が、その旨を記載した「任意組合等の組合員の全てが適格

請求書発行事業者である旨の届出書」（以下「任意組合等の届出書」といいます。）を納税地を

所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができます（消法 57 の

６、消令 70の 14①②）。 

そのため、適格請求書発行事業者でない事業者が任意組合等の組合員となる場合、当該事業

者が適格請求書発行事業者としての登録を受けるまでは、任意組合等の届出書は提出できない

こととなります。 

しかしながら、当該適格請求書発行事業者でない事業者が、新たに事業を開始した者である

ため（事業を開始した日の属する課税期間に当たるため）、当該課税期間の初日から登録を受け

ようとする旨を記載した登録申請書を当該課税期間の末日までに提出することで、当該課税期

間の初日から登録を受けたものとみなされる事業者である場合（消令 70の４、消規 26の４一）

において、当該登録申請書を提出し、課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受け

ることが見込まれる場合には、任意組合等の届出書における当該組合員の登録番号欄に「後日

提出予定」などの記載を行った上で提出し、当該組合員に対して適格請求書発行事業者の登録

通知があった後、速やかに任意組合等の届出書（次葉）等により、当該組合員の登録番号を提

出することとして差し支えありません（注）。 

また、任意組合等の届出書に記載した事項に変更があったときは、その旨を記載した「任意

組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」（以下「任意

組合等の変更届出書」といいます。）に、任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類す

る書類の写しを添付し、速やかに納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（消令

70の 14③）。 

任意組合等の変更届出書は、原則として、適格請求書発行事業者である組合員の加入や離脱

など、変更があった都度速やかに提出することが求められますが、そうした変更が頻繁に行わ

れるなど、速やかな提出が困難である場合には、当該任意組合等に係る一定の期間（以下「計

算期間」といいます。）の末日までに、その計算期間内に生じた変更事項をまとめた一覧を添付

の上、任意組合等の変更届出書を提出することで差し支えありません。 
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（注） 仮に当該組合員が登録拒否要件（消法 57の２⑤）に該当し、適格請求書発行事業者の登

録を受けられなかった場合には、それまで適格請求書を交付した任意組合等の事業に係る課

税資産の譲渡等について、改めて適格請求書ではない書類を交付する等の対応を行う必要が

ありますのでご留意ください。 

 

（適格請求書発行事業者とそれ以外の事業者の共有資産の譲渡等） 

【答】  

適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者以外の者と資産を共有している場合、その資

産の譲渡や貸付けについては、所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合

には、適格請求書発行事業者の所有割合に応じた部分について、適格請求書を交付しなければ

なりません（基通１－８－７）。 

したがって、貴社は、建物の売却代金のうち、貴社の所有割合（例えば持分など）に対応す

る部分を基礎として、適格請求書を交付することとなります。 

  

（ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法） 

【答】  

小売店等が商品として扱う各自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券等（以下「ごみ袋等」

といいます。）の販売については、各自治体が定める条例等の内容に応じて、各自治体から仕入

れたごみ袋等自体の譲渡として課税取引となる場合のほか、物品切手の譲渡として非課税取引

となる場合、受託販売（一時的な代金の預かり）として課税対象外（不課税取引）となる場合

など様々ですので、こうした態様や課税関係に応じて、適格請求書等を交付する等の対応を検

討いただく必要があります。 

この点、ごみ袋等の販売により収受する金銭は、各自治体におけるごみ処理という役務の提

供（課税資産の譲渡等）の対価（ごみ処理手数料）を各自治体に代わって収受するという側面

を有するものであるため、その販売が非課税取引や不課税取引（以下「非課税取引等」といい

ます。）となるものであっても、媒介者交付特例を活用し、顧客に対して、小売店等の名称や登

録番号を記載した適格請求書等の交付を行うこととしても差し支えありません（消令70の12①）。 

なお、媒介者交付特例に係る適格請求書等の写しの交付については、小売店等から各自治体

に対して交付している納入通知書等に代えることも認められます。 

また、ごみ袋等については、一般的に条例等に基づいてその税込販売価額が定められている

ものと考えられるため、小売店等においては、税込価額で記載するごみ袋等と、税抜価額で記

載するその他の商品を併せて一の適格簡易請求書に記載する場合に、「税込販売価額」を税抜化

問 52 当社は、適格請求書発行事業者です。適格請求書発行事業者でない事業者と共有している

建物を売却することになりましたが、適格請求書はどのように交付すればよいですか。【令和

５年 10月改訂】 

問 53 当社は、小売業（スーパーマーケット）を営む事業者です。当社が商品として扱う自治体

の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券等については、条例等の内容に応じて、課税や非課税、不

課税など課税関係が異なります。こうした課税関係の中、顧客に対してどのように適格請求

書を交付すればよいですか。【令和５年 10月追加】 
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せず、「税込販売価額」を合計した金額及び「税率の異なるごとの税抜価額」を合計した金額を

表示し、それぞれを基礎として消費税額等を算出し、算出したそれぞれの金額について端数処

理をして記載することとしても差し支えありません（消令70の10、基通１－８－15）。 

（注） ごみ袋等の販売が非課税取引等となる場合に、媒介者交付特例を活用し適格請求書等

の交付を行ったとしても、小売店等において課税資産の譲渡等として取り扱う必要はあ

りません。また、小売店等において、媒介者交付特例を活用せず、ごみ袋等の本来的な

課税関係に基づき、非課税取引等として領収書等の交付を行うことを妨げるものではあ

りません。 

（参考） 媒介者交付特例については問48《媒介者交付特例》を、税抜価額と税込価額が混在

する場合の消費税額等の端数処理の方法については、問59《税抜価額と税込価額が混在

する場合》をご覧ください。 

小売店等からごみ袋等を購入した事業者が、その購入したごみ袋等のうち、自ら引換給付（ご

み処理という役務の提供）を受けるものにつき、継続してそのごみ袋等の対価を支払った日の

属する課税期間の課税仕入れとする場合には、各自治体の条例等の内容にかかわらず、小売店

等から交付を受けた媒介者交付特例に係る適格請求書等及び一定の事項を記載した帳簿の保存

により、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。 

  


